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中小企業輸出代金保険の国別引受基準について 

 

平成17年３月18日 05‐制度‐00012

沿革 平成27年11月16日 一部改正

 

中小企業輸出代金保険運用規程（平成 17 年４月１日 05‐制度‐00031）

第16条第１項第１号に規定する「国又は地域ごとに定める引受基準」を下記

のように定める。 

 

記 

 

国又は地域ごとに定める引受基準は別表のとおりとし、次の１から６まで

に定めるところにより、「国名」欄の国ごとに「態度」、「決済条件」及び「そ

の他の条件」の欄に記載された条件により引き受けるものとする。 
 
１ 引受国 

引受国とは、別表に掲げる国又は地域のうち、「態度」欄において「◎」

と記載のある国又は地域をいう。当該国又は地域を支払国（保証国がある

場合には保証国。以下１から３までにおいて同じ。）とする輸出契約（４に

該当するものを除く。）については、保険契約を締結する。 

 

２ 条件付引受国 
条件付引受国とは、別表に掲げる国又は地域のうち、「態度」欄において

「○」と記載のある国又は地域をいう。当該国又は地域が支払国となる輸

出契約（４に該当するものを除く。）については、次のとおり取り扱うもの

とする。 
① 「決済条件」欄に「ＩＬＣ」と記載のある国又は地域を支払国とする

輸出契約については、当該輸出契約の代金の全部について、保険契約の

申込時において海外商社名簿について（平成13年４月１日 01‐制度‐

00063）第１条に基づき作成された海外商社名簿のＧＳ格、ＧＡ格若しく

はＧＥ格又はＳＡ格に格付けされている銀行が発行又は確認する取消不

能信用状（信用状統一規則（UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR 

DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No. 600）に基

中小企業輸出代金保険の国別引受基準について 

 

平成17年３月18日 05‐制度‐00012

沿革 平成27年11月２日 一部改正

 

中小企業輸出代金保険運用規程（平成 17 年４月１日 05‐制度‐00031）

第16条第１項第１号に規定する「国又は地域ごとに定める引受基準」を下記

のように定める。 

 

記 

 
国又は地域ごとに定める引受基準は別表のとおりとし、次の１．から６．

までに定めるところにより、「国名」欄の国ごとに「態度」、「決済条件」及び

「その他の条件」の欄に記載された条件により引き受けるものとする。 
 
１．引受国 

引受国とは、別表に掲げる国又は地域のうち、「態度」欄において「◎」

と記載のある国又は地域をいう。当該国又は地域を支払国（保証国がある

場合には保証国。以下１．から３．までにおいて同じ。）とする輸出契約（４．

に該当するものを除く。）については、保険契約を締結する。 

 

２．条件付引受国 
条件付引受国とは、別表に掲げる国又は地域のうち、「態度」欄において

「○」と記載のある国又は地域をいう。当該国又は地域が支払国となる輸

出契約（４．に該当するものを除く。）については、次のとおり取り扱うも

のとする。 
① 「決済条件」欄に「ＩＬＣ」と記載のある国又は地域を支払国とする

輸出契約については、当該輸出契約の代金の全部について、保険契約の

申込時において海外商社名簿について（平成13年４月１日 01‐制度‐

00063）第１条に基づき作成された海外商社名簿のＧＳ格、ＧＡ格若しく

はＧＥ格又はＳＡ格に格付けされている銀行が発行又は確認する取消不

能信用状（信用状統一規則（UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR 

DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No. 600）に基
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づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消

すことができないものをいう。以下「ＩＬＣ」という。）による決済によ

り支払いを行う場合に保険契約を締結するものとする。この場合におい

て、ＩＬＣの取得された日以降、独立行政法人日本貿易保険（以下「日

本貿易保険」という。）はてん補する責めに任ずることとする。（ただし、

事故発生日において当該ＩＬＣが無効であった場合を除く。） 

なお、輸出契約の代金の一部がＩＬＣによる決済以外の方法により決

済される場合は、保険契約は締結しないこととする。 

② （略） 
 

３ 特定制限国 
特定制限国とは、別表に掲げる国又は地域のうち、「態度」欄において「▲」

と記載のある国又は地域をいう。当該国又は地域が支払国となる輸出契約

（４に該当するものを除く。）については、保険契約を締結しない。 
ただし、イラクを仕向国、支払国又は保証国とする次のいずれかに該当

する輸出契約については保険契約を締結する。 
(ⅰ) 政府開発援助契約等（「別紙２ 政府開発援助契約等」に規定するも

のをいう。） 
(ⅱ) イラク国内における貨物の引渡しを支払条件と定めていない取引で

あって、下記イ、ロのいずれかに該当するもの 
イ 日本又は第三国（別表に掲げる国又は地域のうち、「態度」欄におい

て「×」又は「▲」と記載のある国又は地域は除く。以下同じ。）の銀

行（名簿上ＧＳ格、ＧＡ格若しくはＧＥ格又はＳＡ格に格付けされて

いるものに限る。以下同じ。）が発行又は確認するＩＬＣにより決済さ

れる輸出契約 
ロ 支払が第三国となる輸出契約 

なお、上記(ⅱ)イに該当し且つ支払国がイラクとなる場合は、ＩＬ

Ｃ取得日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責め

に任ずる。 
また、上記イ又はロに該当する場合、当該国の引受条件に基づき保

険契約を締結する。 
（注１）政府開発援助契約等の取扱いは次のとおりとする。 
イ 輸出契約の全体が政府開発援助契約等に該当する場合について、保険

づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消

すことができないものをいう。以下「ＩＬＣ」という。）による決済によ

り支払いを行う場合に保険契約を締結するものとする。この場合におい

て、ＩＬＣの取得された日以降、その範囲内において、独立行政法人日

本貿易保険はてん補する責めに任ずることとする。 

 

なお、輸出契約の代金の一部がＩＬＣによる決済以外の方法により決

済される場合は、保険契約は締結しないこととする。 

② （略） 
 

３．特定制限国 
特定制限国とは、別表に掲げる国又は地域のうち、「態度」欄において「▲」

と記載のある国又は地域をいう。当該国又は地域が支払国となる輸出契約

（４．に該当するものを除く。）については、保険契約を締結しない。 
ただし、イラクを仕向国、支払国又は保証国とする次のいずれかに該当

する輸出契約については保険契約を締結する。 
(ⅰ) 政府開発援助契約等 
 

(ⅱ) イラク国内における貨物の引渡しを支払条件と定めていない取引で

あって、下記イ、ロのいずれかに該当するもの 
イ．日本又は第三国（別表に掲げる国又は地域のうち、「態度」欄におい

て「×」又は「▲」と記載のある国又は地域は除く。以下同じ。）の銀

行（名簿上ＧＳ格、ＧＡ格若しくはＧＥ格又はＳＡ格に格付けされて

いるものに限る。）が発行又は確認するＩＬＣにより決済される輸出契

約 
ロ．支払が第三国となる輸出契約 

なお、上記(ⅱ)イに該当し且つ支払国がイラクとなる場合は、ＩＬ

Ｃ取得日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責め

に任ずる。 
また、上記イ又はロに該当する場合、当該国の引受条件に基づき保

険契約を締結する。 
 

 



 

中小企業輸出代金保険の国別引受基準について・新旧対照表 

3 

新 旧 備考 

契約を締結する。 
ロ 輸出契約のうち一部が政府開発援助契約等に該当する場合であって、

当該部分を除いた全てが、現地通貨により決済される場合又は日本若し

くは第三国の銀行が発行若しくは確認するＩＬＣにより決済される場合

について、保険契約を締結する。この場合、ＩＬＣの取得日以降、日本

貿易保険はてん補する責めに任ずる。 
（注２）前受金により支払いを受ける輸出契約の取扱いは次のとおりとする。

イ 輸出契約のうち一部が前受金により支払いを受ける場合であって、当

該部分を除いた全てが、現地通貨又は第三国の銀行が発行若しくは確認

するＩＬＣにより決済される場合について、保険契約を締結する。この

場合、ＩＬＣの取得以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。 
（注３）上記（注１）ロ又は上記（注２）イ若しくはロのうちいずれかに

該当する場合（ただし、イラクを仕向国、支払国又は保証国とする輸出

契約にあっては、上記２②又は③イ若しくはロに該当し且つ支払国がイ

ラクとなる場合）であって、保険契約の申込時においてＩＬＣを取得す

る前の場合は、保険証券に次の特約を記載する。 
「独立行政法人日本貿易保険は、保険契約の申込時において海外商社名簿

について（平成 13 年４月１日 01‐制度‐00063）第１条に基づき作成

された海外商社名簿上ＧＳ格、ＧＡ格、ＧＥ格又はＳＡ格に格付けされ

ている銀行が発行又は確認する取消不能信用状（信用状統一規則

（UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 

REVISION, ICC PUBLICATION No.600)に基づく支払確約又は同等の支払確

約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。）

取得前の損失については、てん補する責めに任じない。」 
 

４ 引受停止国 
引受停止国とは、別表に掲げる国又は地域のうち、「態度」欄において「×」

と記載のある国又は地域をいう。当該国又は地域が仕向国、支払国又は保

証国となる輸出契約については、上記１から３までにかかわらず、保険契

約を締結しない。 
 

５ 仕向国、支払国及び保証国 

上記１から４までにおける仕向国、支払国及び保証国については、「別紙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．引受停止国 
引受停止国とは、別表に掲げる国又は地域のうち、「態度」欄において「×」

と記載のある国又は地域をいう。当該国又は地域が仕向国、支払国又は保

証国となる輸出契約については、上記１．から３．までにかかわらず、保

険契約を締結しない。 
 

５．上記１．から４．までにおける仕向国、支払国及び保証国については、「別

紙 仕向国、支払国及び保証国の取扱い」により取り扱うこととする。 
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１ 仕向国、支払国及び保証国の取扱い」により取り扱うこととする。 
 

６ その他 （略） 

 

附 則〔抄〕 

附 則〔平成27年11月16日〕 

この改正は、平成27年11月30日から実施する。 

 

 

 

６．その他 （略） 

 

附 則〔抄〕 

附 則〔平成27年11月２日〕 

この改正は、平成27年11月10日から実施する。 

 

［別紙１］ 

 
仕向国、支払国及び保証国の取扱い 

 

１ 輸出契約の仕向国は、以下によるものとする。 

① （略） 

② 本邦内において貨物の受渡しを行う輸出契約の場合は、輸出契約に定

める最終仕向地の属する国（輸出契約に最終仕向地を定めていない場合

にあっては、輸出契約の相手方が所在する国） 

 

２ 輸出契約の支払国は、以下によるものとする。 

① 輸出契約の相手方が所在する国 

② 輸出契約の締結の相手方と当該輸出契約に係る代金の支払人が異なる

場合は、当該代金の支払人が所在する国 

 

３ 輸出契約の保証国は、以下によるものとする。 

① ＩＬＣにより決済を行う場合は、ＩＬＣ発行銀行の所在する国（ＩＬ

Ｃ発行銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合

は、当該支店の所在する国） 

② 確認付のＩＬＣの場合は、当該ＩＬＣの確認銀行が所在する国（ＩＬ

Ｃ確認銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合

は、当該支店の所在する国） 

 

［別紙］ 

 
仕向国、支払国及び保証国の取扱い 

 

１．輸出契約の仕向国は、以下によるものとする。 

① （略） 

② 本邦内において貨物の受渡しを行う輸出契約の場合は、輸出契約に定

める最終仕向地の属する国。ただし、輸出契約に最終仕向地を定めてい

ない場合にあっては、輸出契約の相手方が所在する国。 

 

２．輸出契約の支払国は、以下によるものとする。 

① 輸出契約の相手方が所在する国。 

② 輸出契約の締結の相手方と当該輸出契約に係る代金の支払人が異なる

場合は、当該代金の支払人が所在する国。 

 

３．輸出契約の保証国は、以下によるものとする。 

① ＩＬＣにより決済を行う場合は、ＩＬＣ発行銀行の所在する国。ただ

し、ＩＬＣ発行銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異

なる場合は、「別表 国別引受基準」の『国カテゴリー』欄の記号がアル

ファベット順でいずれか後にくる文字の国。 

② 確認付のＩＬＣの場合は、当該ＩＬＣの確認銀行が所在する国。ただ

し、ＩＬＣ確認銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異

なる場合は、「別表 国別引受基準」の『国カテゴリー』欄の記号がアル

ファベット順でいずれか後にくる文字の国。 
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［別紙２］ 

 
政府開発援助契約等 

 
政府開発援助契約等とは，次に掲げる借款等（注）により決済される輸出

契約をいう。 
 

１ 決済がＬ／Ｃスイッチ方式、トランスファー方式（本邦内のみで決済を

完了するものに限る。）又は当該借款等の供与機関から輸出者への直接送金

のいずれかにより行われる借款等 
（１） 日本政府が行う円借款等政府開発援助 

（２） 国際協力銀行に係る貸付契約 

（３） 国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）借款 

（４） 国際金融公社（ＩＦＣ）借款 

（５） 国際開発協会（ＩＤＡ）借款 

（６） アジア開発銀行（ＡＤＢ）借款 

（７） 米州開発銀行（ＩＤＢ）借款 

（８） 欧州開発基金（ＥＤＦ）借款 

（９） 欧州投資銀行（ＥＩＢ）借款 

（10） 国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）借款 

（11） 欧州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）借款 

（12） アフリカ開発銀行（ＡｆＤＢ）借款 

（13） アフリカ開発基金（ＡｆＤＦ）借款 

（14） カリブ開発銀行（ＣＤＢ）借款 

（15） アンデス開発公社（ＣＡＦ）借款 

（16） 中米経済統合銀行（ＣＡＢＥＩ）借款 
 
２ 日本政府が支払人となる贈与又は無償供与等 
 
注：保険契約の申込時において、当該借款等の契約が締結済（発効条件が付

されている借款等の契約にあっては契約発効済。）であることを書面にて

確認できる場合に限る。 
 

（新設）  
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［別表］ 

国別引受基準（略） 

 

注１：１ 以下のいずれかに該当する場合に保険契約を締結する。 

(1) 輸出契約の代金の全部について、以下の①から⑩のいずれかに

該当する銀行若しくは同行の支店若しくは子会社（イラン国外に

所在するものを含む。）以外の銀行が発行若しくは確認するＩＬＣ

による決済を行う場合。ただし、⑪の銀行又は同行の支店（イラ

ン国外に所在するものを含む。なお、子会社は含まない。）が発行

又は確認するＩＬＣについては、外国為替及び外国貿易法に基づ

く財務大臣の許可を得た場合に限るものとし、当該許可が取り消

された場合は、保険契約上、当該許可は初めから無効であったも

のとみなす。 
①～⑪ （略） 

(2) （略） 

２ 前項に基づき、ＩＬＣによる決済を行う場合について保険契約を

締結する場合、保険契約の申込時において当該ＩＬＣの取得された

日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責めに任

ずることとし、保険契約の申込時においてＩＬＣを取得する前の場

合は、保険証券に次の特約を記載する。 

「独立行政法人日本貿易保険は、保険契約の申込時において中小企

業輸出代金保険の国別引受基準について（平成17年３月18日 05

‐制度‐00012）別表の注に定める銀行が発行又は確認する取消不

能信用状（信用状統一規則（UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR 

DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600)

に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであっ

て、取り消すことができないものをいう。）取得前の損失について

は、てん補する責めに任じない。」 

 

注２～注３ （略） 

 

［別表］ 

国別引受基準（略） 

 

注１：１．以下のいずれかに該当する場合に保険契約を締結する。 

(1) 輸出契約の代金の全部について、以下の①～⑩のいずれかに該

当する銀行若しくは同行の支店若しくは子会社（イラン国外に所

在するものを含む。）以外の銀行が発行若しくは確認するＩＬＣに

よる決済を行う場合。ただし、⑪の銀行又は同行の支店（イラン

国外に所在するものを含む。なお、子会社は含まない。）が発行又

は確認するＩＬＣについては、外国為替及び外国貿易法に基づく

財務大臣の許可を得た場合に限るものとし、当該許可が取り消さ

れた場合は、保険契約上、当該許可は初めから無効であったもの

とみなす。 
①～⑪ （略） 

(2) （略） 

２．前項に基づき、ＩＬＣによる決済を行う場合について保険契約を

締結する場合、保険契約の申込時において当該ＩＬＣの取得された

日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責めに任

ずることとし、保険契約の申込時においてＩＬＣを取得する前の場

合は、保険証券に注４に規定する特約を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注２～注３ （略） 

 

注４：「独立行政法人日本貿易保険は、保険契約の申込時において中小企業輸

出代金保険の国別引受基準について（平成17年３月18日 05‐制度‐
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新 旧 備考 

00012）別表の注に定める銀行が発行又は確認する取消不能信用状（信

用状統一規則（UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY 

CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600)に基づく支払確約

又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消すことがで

きないものをいう。）取得前の損失については、てん補する責めに任じ

ない。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


